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公有財産売却について 

 

１ 一般競争入札に付する物件 

 以下の物品を入札に付し売払う。 

（旧有住中学校備品） 

区分 

番号 
物件名 種類 メーカー 型式・品番等 

予定価格

（円） 

入札保証

金（円） 

1-1 ピアノ グランド YAMAHA C3E 5081346 330,000 33,000 

1-2 ピアノ グランド YAMAHA C3E 5081853 300,000 30,000 

1-3 ピアノ アップライト YAMAHA U1M 3496229 30,000 3,000 

1-4 アンプ アンサンブル REXER MA-120R 20,000 2,000 

1-5 ドラムセット － Pearl RANGER SERIES 50,000 5,000 

1-6 アンプセット プリメイン DENON PMA-7.5S 30,000 3,000 

1-7 牛乳保冷庫 － HOSHIZAKI MR-75A 100,000 10,000 

※予定価格とは、あらかじめ住田町が定めた最低売払価格をいう。 

２ 公有財産売却の参加条件 

  以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。 

(１)地方自治法施行令第 167 条の４第１項各号または第２項各号に該当すると認め

られる方 

(２)次のいずれかに該当する方  

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以

下「暴対法」といいます。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」と

いいます。）  

イ 暴対法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」といいます。）  

ウ 暴力団および暴力団員でなくなった日から５年を経過しない方  

エ 当該物件を暴力団の事務所、公の秩序または善良な風俗に反するもの、社会

通念上不適切と認められるもの、その他これに類するものの用に供しようとす

る方  

オ 自己または自社の経営に暴力団または暴力団員が実質的に関与している方  

カ 自己、自社または第三者の不正の利益を図る目的もしくは第三者に損害を加

える目的をもって暴力団または暴力団員を利用などしている方  

キ 暴力団または暴力団員に対し資金などを提供し、または便宜を供与するなど

直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している方  

ク 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるような関係を有している方  

ケ 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している方 

コ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147

号）第５条第１項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員ま

たは構成員となっている方  

サ アからコまでに該当する方の依頼を受けて入札に参加しようとする方 

(３) 日本語を完全に理解できない方  

(４) 住田町が定める住田町インターネット公有財産売却ガイドライン（以下「本ガ

イドライン」といいます。）およびＫＳＩ官公庁オークションに関連する規約・
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ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方  

(５) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれ

らの資格などを有していない方 

(６) 日本国内に住所がない方 

(７) 当該入札に係る公有財産（物件）に関する事務に従事する住田町職員 

３ 一般競争入札の参加申し込み等に関する事項 

  一般競争入札に参加しようとする者は、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する公

有財産売却システムの画面上で参加申し込みなど一連の手続きを行うこと。 

 （１）参加（仮）申し込み 

   売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行うこ

と。（仮申し込み締切日：令和８年４月 21 日（火）14 時まで） 

 （２）参加申し込み（本申し込み） 

   売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、令和８

年４月 28 日（火）17時までに住田町ホームページ内より「公有財産売却一般競争

入札参加申込書」を印刷し、必要事項を記入・押印後、次のいずれかの書類を添付

のうえ、住田町役場に送付、または持参すること。（郵送の場合は、令和８年４月

28 日（火）の消印有効） 

  ※添付書類 

   ア 個人の場合または法人で代表者本人が入札する場合 

   （ア）印鑑登録証明書の写し １通 

   （イ）個人の住民票の写し（法人の場合は、商業登記簿謄本の写し）、免許証のコ

ピー、住民基本台帳カードのコピー、パスポートのコピーのうちいずれか

１通 

   イ 法人で代表者以外の方（代理人）が入札する場合 

   （ア）代表者の印鑑登録証明書の写し １通 

   （イ）代表者の住民票の写し、代表者の免許証のコピー、代表者の住民基本台帳

カードのコピー、代表者のパスポートのコピーのうちいずれか１通 

   （ウ）代理人の印鑑登録証明書の写し １通 

   （エ）代理人の住民票の写し、代理人の免許証のコピー、代表者の住民基本台帳

カードのコピー、代理人のパスポートのコピーのうちいずれか１通 

４ 物件下見会について 

  日時：令和８年４月 14 日（火） 10 時から 12 時まで（あらかじめ連絡願います） 

  場所：旧有住中学校（岩手県気仙郡住田町上有住字櫃割 12 番地） 

  連絡先：0192-46-2111 

５ 一般競争入札等の場所及び日時 

 （１）場所 紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する公有財産売却システム上 

 （２）入札期間 令和８年５月 12 日（火）13 時から５月 19 日（火）13 時まで 

 （３）入札確定 令和８年５月 21 日（木）17 時 

６ 入札の方法 

 （１）紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する公有財産売却システム上で入札価格を

登録する。なお、この登録は一度しか行うことができない。 

 （２）郵便による入札書の提出は認めない。 

７ 入札保証金に関する事項 
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 （１）入札に参加しようとする者は、住田町が定めた入札保証金を入札に参加しよう

とする者名義のクレジットカードにより納付しなければならない。 

 （２）落札者の納付した入札保証金は、本人の申し出により契約保証金に充当するこ

とができる。 

 （３）入札保証金は、落札者のものを除き入札期間終了後還付する。ただし、落札者

には、契約締結しない場合を除き契約締結後還付する。 

８ 契約に関する事項 

  落札者は、令和８年５月 26 日（火）17 時までに契約を締結しなければならない。 

９ 売払い代金の納付 

  契約を締結した者は、令和８年６月２日（火）までに、住田町が指定する口座に銀

行振込により当該契約に係る売払い代金を納付しなければならない。 

  なお、納付する代金は、落札金額から入札保証金を差し引いた金額とする。 

10 入札の無効 

  本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の確認について

虚偽の申請を行った者のした入札並びに住田町インターネット公有財産売却ガイド

ラインに記載する無効な入札に該当する入札は無効とする。 

11 落札者の決定の方法 

  入札期間終了後、住田町は開札を行い、売却区分（公有財産売却の財産の出品区分）

ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格（最低制限価格）以上

でかつ最高価格である入札者を落札者として決定する。ただし、最高価格での入札者

が複数存在する場合は、くじ（自動抽選）で落札者を決定する。なお、落札者の決定

に当たっては、落札者のログイン ID を落札者の氏名（名称）とみなす。 

12 その他 

 （１）物品の引取り、運搬に要する経費等は落札者の負担となります。 

 （２）入札した時点で、物件の現況をインターネット上の画像や説明等を確認し納得

したものとみなします。 

 （３）当該物品の背景に映りこんでいるものは、オークション対象外です。 

 （４）売買代金納入後、現状有姿により引渡します。売却物件については、住田町は

契約不適合責任を負いません。いかなる理由があっても引渡した財産の返品・交

換はできません。（ノークレームノーリターン） 

 

 

 


